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日々の懸念

愛知県環境調査センター所長 吉 川 勉

今年度，全国環境研協議会東海・近畿・北陸支
部の副支部長を務め，地方環境研究所を取り巻く
情勢の厳しさをつぶさに知るとともに，その課題
解決に向けて取り組んでおります。
さて，愛知県環境調査センター（以下「セン

ター」という。）は，昭和４５年に名古屋市北区に設
置され，平成１１年からは現在の１課５部１支所体
制となって，平成１２年度，当初の県行政組織改革
において環境部が単独で存続することになったこ
とと相まって，センターがこれまでに蓄積した現
場経験豊富な情報，ノウハウなどを活用して，
『環境学習の推進』『環境技術の支援・普及』およ
び『環境に係る調査研究』などを行い，環境先進
県づくりの推進を科学的・技術的な面から支援す
る拠点としての機能を強化することとされまし
た。
平成１８年度には環境学習の拠点機能を担う「あ
いち環境学習プラザ」をセンター内に，フィール
ド機能を持った「もりの学舎」を愛地球博記念公
園内に開設し，また，環境技術の支援・普及では
中小企業等の環境に配慮した企業活動を支援する
「環境経営・環境技術支援コーナー」を設置し，
さらに，環境に係る調査研究ではこれまでの調査
研究対象に「環境関連技術，リサイクル，自然環
境」を加えて，産学官連携による各種の調査研究
の推進を図っているところです。
しかしながら，行政改革に伴う合理化およびア
ウトソーシングによる人員の削減，厳しい予算と
それに伴う大型分析機器の更新の困難さ，さらに
は，５０代以上が全体の６割を占める年齢構成の中
で現場経験を踏まえた試験検査・調査分析および
研究の永年にわたる研鑽により培われた技術の継
承と人材の育成といった喫緊の課題を抱え，モチ
ベーションの維持高揚と環境行政の期待に的確に
応えているのかと日々懸念しております。
こうした中，環境省は平成２１年度概算要求で

「地方における環境調査研究機能強化費」を要求
し，地方環境研究機関の今後のあり方に係る提言
を平成２２年度にとりまとめるとしております。
ところで，望ましい地方環境研究所の姿はこれ

までにも正確なデータの取得，環境行政をバック
アップし行政の質の向上への貢献，環境に関する
正確な基礎データの提供と地域特有の状況に関す
る情報発信，各主体の環境保全に係る取組みへの
支援などとされているところです。
こうしたことから，団塊世代の大半が大量退職
することとなる平成２１年度末までにあり方を確立
するため，今後の取り組みは，環境学習では広義
の生活体験の豊富さが環境行動の選択とその実践
に大きな影響を及ぼすことに留意し，環境学習で
の非日常的体験と気付きをそれぞれの家庭・地域
において日常的に反復継続して実践されるよう
に，また家庭・地域で浸透・普及が広く図られる
ように，地方環境研究所には実施能力があること
から縦割りを排し総合的に機能を発揮して一層戦
略的に展開する必要があります。
また，調査研究成果等を分かりやすくビジュア
ル化して環境学習での活用や情報発信を図ること
などによって，有効に環境学習を推進できるだけ
でなく，中長期的に環境行政の質の向上を含む支
援につなげることができるものと考えています。
調査研究においては，環境行政を科学的・技術
的な面から支援する拠点として，環境学習の場な
ど常日頃から行政ニーズ等の気付き・認識を踏ま
えて実体的かつ的確に環境行政を支援できるよう
に心がける必要があります。
また，地域に見合った現場経験の積み重ねに
よって培われた分析研究能力によって，これまで
災害時等の危機管理時に的確に環境行政の期待に
応えてきたところ，今後とも県民の安心安全の付
託に応えていけるように十分な考慮が必要です。
さらに，本県で２０１０年に生物多様性条約第１０回
締約国会議（COP１０）が開催され地域の発展にどう
生かしていくのかなど，真にその真価が問われる
こととなります。
総じて，産官学などから期待され，自治体にお
ける調査研究機関として確固たる地位を築いてい
ける環境研究・技術開発のポテンシャルがあるう
ちに，着実に進める必要があると考える次第で
す。
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